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二
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三
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五
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号
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改
正 

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
館
長
決
定
第
三
号 

 

１ 

電
子
情
報
部
電
子
情
報
企
画
課
次
世
代
シ
ス
テ
ム
開
発
研
究
室
に
、
情
報

シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
事
務
を
兼
ね
て
行
う
職
員
と

し
て
、
次
世
代
シ
ス
テ
ム
研
究
協
力
員
若
干
人
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 

次
世
代
シ
ス
テ
ム
研
究
協
力
員
は
、
電
子
情
報
部
電
子
情
報
企
画
課
次
世

代
シ
ス
テ
ム
開
発
研
究
室
長
の
命
を
受
け
て
、
前
項
の
調
査
及
び
研
究
に
関

す
る
事
務
を
行
う
。 

３ 

次
世
代
シ
ス
テ
ム
研
究
協
力
員
は
、
職
員
の
う
ち
か
ら
館
長
が
命
ず
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

本
件
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
館
長
決
定
第
三
号
） 

 

本
件
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


